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令和７年度 行方市職員採用試験(後期)実施要項 

 

１ 試験区分及び採用予定人員(学歴区分：Ａ 大学卒業程度、Ｂ 高校卒業程度) 

 

試験区分 
採用予定 
人員 

受験資格 

一般事務 

３人 

程度 
Ａ 

平成７年４月２日から平成 16年４月１日までに生まれた人で、

学校教育法による大学(短期大学を除く。)を卒業した人又は令

和８年３月 31日までに卒業見込みの人 

３人 

程度 
Ｂ 

平成 12 年４月２日から平成 20 年４月１日までに生まれた人

で、学校教育法による高等学校若しくは短期大学を卒業した人

又は令和８年３月 31日までに卒業見込みの人(ただし、学校教

育法による四年制大学在学中の人又は卒業した人を除く。) 

 

上記の受験資格に該当する人であっても、次のうちいずれかに該当する人は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない人 

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの 

 人 

ウ 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過していない人 

エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し又はこれに加入した人 

 

 

２ 試験の方法 

試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対して行い

ます。 

 

(1) 第１次試験(学歴区分：Ａ 大学卒業程度、Ｂ 高校卒業程度) 

 

試 験 方 法 

基礎能力検査 

(教養試験) 

Ａ 

公務員として必要な大学卒業課程以上の文章読解能力、数的能力、論理

的思考能力、人文・社会・自然に関する一般知識、基礎英語について出

題します。 

Ｂ 

公務員として必要な高校卒業課程以上の文章読解能力、数的能力、論理

的思考能力、人文・社会・自然に関する一般知識、基礎英語について出

題します。 

適性検査 

(性格検査) 

Ａ 

Ｂ 

公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係

面での性格特性の検査を行います。 

 



 

 

 

 

(2) 第２次試験(学歴区分：Ａ 大学卒業程度、Ｂ 高校卒業程度) 

 

試 験 方 法 

小 論 文 Ａ 
文章表現力、課題に対する理解力、論理力等について試験を行います。 

作  文 Ｂ 

個別面接 
Ａ 

Ｂ 
主として人物について評定を行います。 

 

 

３ 試験日程及び会場 

 

(1) 第１次試験 

 

試験内容 基礎能力検査・適性検査 

試 験 日 ９月 21日(日) ～ 10月４日(土)のいずれか１日 

試験会場 各都道府県に設置されているテストセンター 〇全国約 350か所 

 

(2) 第２次試験（学歴区分：Ａ 大学卒業程度、Ｂ 高校卒業程度） 

 

試験内容 Ａ 小論文・個別面接、Ｂ 作文・個別面接 

試 験 日 11月中旬 

試験会場 行方市役所 

※ 詳細は第１次試験合格者に通知します。 

 

(3) 資格調査 

受験資格の有無等について調査します。 

 

 

４ 合格者の発表 

 

区 分 期 日 方 法 

第１次試験 
合 格 者 

令和７年 10月下旬 市役所前掲示板及び市ホームページに合格者の受験番

号を掲示します。また、採用試験申込み webサイト上の

マイページに合否の結果を掲載します。 第２次試験 
合 格 者 

令和７年 12月中旬 

※ 採用試験申込み web サイト上のマイページには、申込み時に発行されるＩＤ及びパスワードで

ログインしてください。 

なお、マイページ上に合否の結果を掲載する際は、受験申込者のメールアドレス宛に通知を送

信します。 



 

 

 

 

５ 給与 

給与は、職員の給与に関する条例、規則等に基づき支給されます。例えば、令和７年４月１日現在

で学校卒業直後に採用された場合の給料月額は、次のとおりです。 

 

学 歴 高校卒 短大卒 大学卒 

給料(基本給)月額 194,500円 210,600円 225,600円 

※１ 給与改定などにより変更になる場合があります。 

２ 学校卒業後一定の経験年数がある者は、上記金額に一定額が加算されます。 

３ このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給

されます。 

 

 

６ 採用予定時期 

令和８年４月１日 

 

 

７ 受験申込手続 

原則として、インターネットによる方法で申し込んでください。やむを得ず、インターネットによ

る方法で申込みができない方は、８月15日(金)までに問い合わせてください。 

 

申込方法 

受験申込みは、行方市職員採用試験受験申込み用webサイト上で受付を行います。 

受験申込みが完了すると、採用試験申込みwebサイト上のマイページにアクセスで

きるＩＤとパスワードが受験者ごとに発行されます。 

〇申込方法及び注意点の確認＜採用試験等情報ページ内＞ 

https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page009403.html 

注 意 点 

パソコンの環境等により利用できない場合があります。詳しくは、別紙「令和７

年度行方市職員採用試験(後期)受験申込みから第１次試験受験までの流れ」を必

ず参照してください。 

なお、使用するパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切

責任を負いません。 

また、申込受理後の試験区分の変更及び重複申込はできません。 

受付期間 
８月１日(金)９時 ～ ９月４日(木)17時(受信有効) 

〇受付終了時刻までに受験申込データを受信完了したものに限ります。 

そ の 他 
採用試験に関する各種お知らせはマイページ上に掲載します。マイページ上にお

知らせ等を掲載する際は、受験申込者のメールアドレス宛に通知を送信します。 

 



 

 

 

 

８ その他 

受験資格がないことが判明した場合及び受験資格が「卒業見込」で合格後に卒業できない場合は合

格を取り消します。また、受験申込書などに記載漏れや虚偽の記載があった場合は、試験に合格して

も合格を取り消す場合がありますので注意してください。 

 

 

９ この試験についての問合せ先 

行方市 総務部 働き方改革課 行政経営グループ 

〒311-3892 茨城県行方市麻生 1561番地の９ 

電話 0299-72-0811(内線 362) 

 


